
大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第 1 条 府は、介護サービス事業や保育事業等の社会福祉事業を行う社会福祉法人が、その経営

労務管理の状況について、専門家による確認及び助言等を受けることにより、社会福祉法人の

経営労務管理の改善を図るとともに、福祉人材の確保の促進に資することを目的とするものに

対し、予算の定めるところにより、大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る補助

金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、大阪府補助金交付規

則（昭和 45 年大阪府規則第 85 号。以下「規則」という。）及び生活困窮者自立相談支援事業等

実施要綱（平成 27 年 7 月 27 日社援発第 0727 第 2 号厚生労働省社会・援護局長通知）、社会

福祉法人経営労務管理改善支援事業実施要綱（平成 28 年 4 月 26 日社援発 0426 第 8 号）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の交付対象及び補助の対象となる事業）  

第２条 この補助金は、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱（平成 27 年 7 月 27 日社援発第

0727 第 2 号厚生労働省社会・援護局長通知）及び社会福祉法人経営労務管理改善支援事業等

実施要綱（平成 28 年 4 月 26 日社援発 0426 第 8 号）の１「社会福祉法人への経営労務管理改

善支援事業」を交付の対象とし、この実施に必要な経費のうち補助金交付の対象として知事が

認める経費（以下「補助対象経費」という。）について交付する。ただし、大阪府内に主たる事

務所がある社会福祉法人に限る。  

２ 補助対象経費は別表のとおりとする。  

 

（交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、算出された額に、1,000

円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。  

（１）別表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少

ない方の額とする。 

（２）（１）により選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額を交付額とする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第４条 規則第４条第１項の申請は、知事が指定する期間に、次に掲げる書類に必要書類を添え

て知事に提出することにより行わなければならない。 

（１）平成 28 年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業計画（様式第１号‐２） 

（３）所要額調書（様式第１号－３） 

（４）経費積算書（様式第１号－４） 

（５）要件確認申立書（様式第５号） 

（６）暴力団等審査情報（様式第５号－２） 

（７）その他知事が必要と認める書類 



（経費配分の軽微な変更等） 

第５条 規則第６条第１項第１号の規定による知事の定める軽微な変更は、「２以上の事業費目に

かかる配分額のいずれかの 20 パーセント以内で配分額の流用を行う場合」の変更とする。 

２ 規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号に規定する知事の承認を受けようとする場合は、

平成２８年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る変更（経費配分変更・内容

変更・中止・廃止）承認申請書（様式第２号）に関係書類を添付して、知事に提出なければな

らない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 規則第６条第２項の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。 

（１） 補助事業者は、補助金の交付決定を受けてから交付確定を受けるまでの間に、下記各号

のいずれかに該当することとなった場合には、該当事項届出書（様式第５号－３）により、

速やかに知事に届出を行い、その指示を受けなければならない。 

（ア）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する「暴

力団」をいう。） 

（イ）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する「暴

力団員」をいう。） 

（ウ）暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密接関係者」

をいう。） 

（エ）法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者 

（オ）公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条に規定す

る排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了

した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない者 

（２） 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金の提供

を受けてはならない、 

（３） この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

（４） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。 

（５） 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らない。 

（６） 補助事業の実施による法人の経営労務管理の改善状況について、一定期間経過後の調査

等に協力しなければならない。 

 

（経営労務管理改善支援報告書及び経営労務管理改善計画書） 

第７条 補助事業者は、経営労務管理の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士、

社会保険労務士等（当該法人の理事、監事、評議員、職員であるもの及び過去５年以内にこれ

らのものであったものは除く。））から助言を受けた後、平成 28 年度大阪府社会福祉法人経営労

務改善支援事業に係る「経営労務改善計画書」（様式第３号）に別紙１「経営労務管理改善支援

報告書」及び別紙２の１「経営労務管理改善計画書」と関係書類を添付し、知事に提出するも

のとする。 



 

（補助金の交付の申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の申請をした者は、規則第７条の規定による通知を受領した日から起算し

て 10 日以内に限り、当該補助金の交付の申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなか

ったものとみなす。 

 

（実績報告） 

第９条 規則第１２条の規定による報告は、平成 28 年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支

援事業補助金実績報告書（様式第４号）に知事の定める書類を添えて、補助事業の完了した日

（補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日）の翌日から起算して

30 日以内の日又は平成 29 年 3 月 31 日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

 

（検査等） 

第 10 条 知事は、補助金の適正な執行を図るため、必要があると認めたときは、補助事業者に対

して報告又は関係書類の提出を求め、又はその職員に補助事業者の事務所、施設等に立ち入り、

帳簿、書類その他の物件等を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。 

２ 知事は、本事業を効果的に運営するため、補助事業者において実施する事業又は実施した事

業について情報の提供を求めるとともに、効果検証のための実績調査等を行うことができる。 

 

（補助金の交付） 

第11条 知事は、規則第13条の規定による補助金の額の確定後、当該補助金を交付するものと

する。 

 

（補助金の経理等） 

第 12 条 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について、

明らかにした証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日（補助事

業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後１０

年間保存しなければならない。 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28 年 10 月 1 日から施行し、平成 28 年度補助対象事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

１ 基 準 額 ２ 補 助 対 象 経 費 

 

１法人あたり４６万円とする。 

 ただし、対象経費実支出額４６万円を下回る

場合には、当該額とする。（この場合の千円未

満の端数は切り捨てとする。） 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人が行う「社会福祉法人への経営

労務管理改善支援事業」の実施に必要な次に掲

げる経費 

 

報酬、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、

食糧費、燃料費、光熱水費）、使用料、賃借料、

役務費（通信運搬費、手数料）、委託料、備品

購入費（単価３０万円以上の備品を除く。） 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

平成２８年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金交付申請書 

 

                             平成  年  月  日 

 

大阪府知事        様 

 

               （補助事業者） 

                 法人所在地 

                 法人名称 

                 代表者名                   印 

 

  標記事業を下記のとおり実施しますので、大阪府補助金交付規則第４条及び大阪府社会福祉

法人経営労務管理改善支援事業補助金交付要綱第４条の規定により補助金の交付を下記のとおり

申請します。 

                   記 

 

１ 補助対象事業の内容（該当する事業に○をつけてください。）  

（１）雇用管理の改善・人材育成に対する支援 

  ①専門性に着目した業務分担 

  ②職員のキャリアアップと雇用管理の適正化を図るための人事・給与制度の改善 

  ③他の社会福祉法人との連携による人事育成等の推進 

  ④労働環境の整備 

（２）社会福祉法人の経営体制の強化に対する支援 

  ①財務状況の分析を通じた経営改善 

  ②事業再編に着目した経営改善 

  ③財務諸表に係る規程の整備を通じた改善 

  ④管理会計の導入 

  ⑤コンプライアンス等に着目した改善 

 

２ 補助金交付申請額 

（１）補助事業に要する経費   金             円 

（２）補 助 申 請 事 業 額   金             円（千円未満切り捨て） 

   ※交付申請額が補助限度額を超える場合は当該限度額を記載すること。  

 

３ 補助事業実施予定期間   平成  年  月  日～平成  年  月  日 

 

４ 添付書類 

（１）大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業計画（様式第１号－２）  

（２）所要額調書（様式第１号－３） 

（３）経費積算書（様式第 1 号－４） 



（４）その他必要な書類 

・法人組織図 

・平成 28 年度予算書（本部拠点） 

・平成 27 年度（法人全体の資金収支計算書 様式第１号の 1） 

・債権者登録申請書 

・要件確認申立書（様式第５号） 

・暴力団等審査情報（様式第５号－２）  

・その他知事が必要と認める書類  

 

 

担当者名                 電話                 

メール                  FAX                 



（様式第１号－２） 

大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業計画 

１．法人の概況 
 

法人名  

法人実施事業 

の種類 

社会福祉事業  

公益事業  

収益事業  

事業活動収入 千円 事業活動支出 千円 

人件費支出 

（合計） 

千円 人件費支出 

（常勤） 

千円 人件費支出 

（非常勤） 

千円 

職員数（合計） 人 職員数（常勤） 人 職員数（非常勤） 人 

職員の平均年齢(全体) 歳 職員の平均年齢(常勤) 歳 職員の平均年齢 (非常

勤) 

歳 

職員の平均勤続年数 年 常勤職員の初任給 円 

１年間のおおよその採用者

数 

人程度 １年間のおおよその離職者

数 

人程度 

賃金テーブルの有無 有     ・     無 

 

２．事業計画 

 

 

実 施 事 業 

 

（１）①、 ②、 ③、 ④  （２）①、 ②、 ③、 ④、 ⑤ 

 

労務管理の専門家 
①公認会計士  ②税理士  ③弁護士 ④中小企業診断士  

⑤社会保険労務士  ⑥その他（              ） 

※上記で⑥の場合 

依頼理由及び実績を

ご記入ください 

 

 

実 施 方 法 
 

 

実施スケジュール 

 

 

 

 

 
 

実施事業の内容 

 

 

 

 

 



所要額調書（様式第１号‐３） 

総 事 業 費 

 

 

(A) 

寄附金その他

の 収 入 額 

 

(B) 

差 引 

事 業 費 

 

(A)-(B)=(C) 

対象経費の支出

予 定 額 

 

(D) 

基 準 額 

 

 

(E) 

補 助 選 定 額 

 

 

(F) 

補 助 所 要 額 

 

 

(G) 

備     考 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入上の注意） 

１．「対象経費の支出予定額（Ｄ）」欄は、経費積算書（様式第１号－４）の（１）の①「対象経費計」記載の金額と一致すること。 

２．「基準額（Ｅ）」は、「交付要綱（別表）１「基準額」」に記載している金額を記入すること。 

３．「補助選定額（Ｆ）」は、「対象経費の支出予定額（Ｄ）」と「基準額（Ｅ）」を比較して少ない方の金額を記入すること。 

４．「補助所要額（Ｇ）」欄は、「補助選定額（Ｆ）」と「差引事業費（Ｃ）」を比較して少ない方の額を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経費積算書（様式第１号‐４） 

（１）支出 

                           

区 分 

 

対象経費 

支出予定額 

（Ａ） 

積 算 内 訳 

項  目 金額（円） 

 

報酬 

旅費 

需用費 

   消耗品費 

   印刷製本費 

   食糧費 

   燃料費 

   光熱水費 

 使用料 

 賃借料 

役務費 

   通信運搬費 

   手数料 

委託料 

備品購入費 

（単価 30 万円以上の備品を除く。）  

円   

①対象経費計   

②対象外経費 

（対象とする経費以外のも

のの支出予定の経費を計上

すること。） 

  

総事業費 

（①＋②） 

  

 

（２）収入 

区   分 収入見込額 内         訳 

 

 

寄附金その他の収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

 

平成２８年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に 

係る変更（経費配分変更・内容変更・中止・廃止）承認申請書 

 

                             平成  年  月  日 

 

大阪府知事        様 

 

               （補助事業者） 

                法人所在地 

                法人名称 

                代表者名                   印 

 

  平成  年  月  日付け大阪府指令指監第     号により交付決定の通知があった

標記補助事業の内容等を下記のとおり変更（経費配分変更・内容変更・中止・廃止）したいの

で、大阪府補助金交付規則第６条第１項第２号及び大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援

事業補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助金既交付決定額        金             円 

 

２ 今回補助金増額（減額）申請額 金             円（千円未満切り捨て） 

 

３ 変更（経費配分変更・内容変更・中止・廃止）理由 

 

４ 変更内容 

 

 

５ 添付書類 

（１）大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業変更計画（様式第２号―２）  

（２）所要額調書（様式第２号－３） 

（３）経費積算書（様式第２号－４） 

（４）その他（                               ） 



（様式第２号－２） 

大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業変更計画 

１．法人の概況 
 

法人名  

法人実施事業 

の種類 

社会福祉事業  

公益事業  

収益事業  

事業活動収入 千円 事業活動支出 千円 

人件費支出 

（合計） 

千円 人件費支出 

（常勤） 

千円 人件費支出 

（非常勤） 

千円 

職員数（合計） 人 職員数（常勤） 人 職員数（非常勤） 人 

職員の平均年齢(全体) 歳 職員の平均年齢(常勤) 歳 職員の平均年齢 (非常

勤) 

歳 

職員の平均勤続年数 年 常勤職員の初任給 円 

１年間のおおよその採用者

数 

人程度 １年間のおおよその離職者

数 

人程度 

賃金テーブルの有無 有     ・     無 

 

２．事業計画 

 

 

実 施 事 業 

 

（１）①、 ②、 ③、 ④  （２）①、 ②、 ③、 ④、 ⑤ 

 

労務管理の専門家 
①公認会計士  ②税理士  ③弁護士 ④中小企業診断士  

⑤社会保険労務士  ⑥その他（              ） 

※上記で⑥の場合 

依頼理由及び実績を

ご記入ください 

 

 

実 施 方 法 
 

 

実施スケジュール 

 

 

 

 

 
 

実施事業の内容 

 

 

 

 

 



所要額調書（様式第２号－３） 

総 事 業 費 

 

 

(A) 

寄附金その他

の 収 入 額 

 

(B) 

差 引 

事 業 費 

 

(A)-(B)=(C) 

対象経費の支出

予 定 額 

 

(D) 

基 準 額 

 

 

(E) 

補 助 選 定 額 

 

 

(F) 

補 助 所 要 額 

 

 

(G) 

備     考 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入上の注意） 

１．「対象経費の支出予定額（Ｄ）」欄は、経費積算書（様式第２号－４）の（１）の①「対象経費計」記載の金額と一致すること。 

２．「基準額（Ｅ）」は、「交付要綱（別表）１「基準額」」に記載している金額を記入すること。 

３．「補助選定額（Ｆ）」は、「対象経費の支出予定額（Ｄ）」と「基準額（Ｅ）」を比較して少ない方の金額を記入すること。 

４．「補助所要額（Ｇ）」欄は、「補助選定額（Ｆ）」と「差引事業費（Ｃ）」を比較して少ない方の額を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経費積算書（様式第２号－４） 

（１）支出 

                           

区 分 

 

対象経費 

支出予定額 

（Ａ） 

積 算 内 訳 

項  目 金額（円） 

 

報酬 

旅費 

需用費 

   消耗品費 

   印刷製本費 

   食糧費 

   燃料費 

   光熱水費 

 使用料 

 賃借料 

役務費 

   通信運搬費 

   手数料 

委託料 

備品購入費 

（単価 30 万円以上の備品を除く。）  

円   

①対象経費計   

②対象外経費 

（対象とする経費以外のも

のの支出予定の経費を計上

すること。） 

  

総事業費 

（①＋②） 

  

 

（２）収入 

区   分 収入見込額 内         訳 

 

 

寄附金その他の収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

 

 

平成２８年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に  

係る「経営労務管理改善計画書」  

 

 

                             平成  年  月  日 

 

大阪府知事        様 

 

               （補助事業者） 

                法人所在地 

                法人名称 

                代表者名                   印 

 

  大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記の

とおり関係書類を添えて報告します。  

記 

 

１ 経営労務管理改善計画書（別紙２の１） 

 

２ 専門家との契約書（写し） 

 

３ 経営労務管理改善支援報告書（別紙１）【写し】 



（別紙２の１）法人⇒都道府県提出用 

 

経営労務管理改善計画書 

１．法人の概況 
 

法人名  

法人実施事業 

の種類 

社会福祉事業  

公益事業  

収益事業  

事業活動収入 千円 事業活動支出 千円 

人件費支出 

（合計） 

千円 人件費支出 

（常勤） 

千円 人件費支出 

（非常勤） 

千円 

職員数（合計） 人 職員数（常勤） 人 職員数（非常勤） 人 

職員の平均年齢(全体) 歳 職員の平均年齢(常勤) 歳 職員の平均年齢 (非常

勤) 

歳 

職員の平均勤続年数 年 常勤職員の初任給 円 

１年間のおおよその採用者

数 

人程度 １年間のおおよその離職者

数 

人程度 

賃金テーブルの有無 有     ・     無 

 

 

２．改善計画 
 

 指摘事項の 

ポイント 

指摘事項に対する改善計画 

何を いつまでに どのように 

雇
用
管
理
・
人
材
育
成 

    

    

    

    

    

    

    

経
営
体
制 

    

    

    

    

    

    

    



関連制度の活用の検討状況 

※ 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業（雇用管

理改善サポーターによる相談支援等）」又は「職場定着支援助成金（介護

労働者雇用管理制度助成等）」等の活用の検討状況を記載すること。 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

   社会福祉法人○○   

 理事長 ○○ ○○  

 

 



 

（別紙１）経営労務管理の専門家⇒法人提出用 

 

経営労務管理改善支援報告書 

 

平成○○年○○月○○日 

 

社会福祉法人○○会 

 理事長 ○○ ○○ 殿 

実施者氏名（名称）      

※ 自著又は記名押印    

 

 

 

 法人の状況（課題等） 改善に向けた助言 

雇
用
管
理
・
人
材
育
成 

  

  

  

  

  

  

  

経
営
体
制 

  

  

  

  

  

  

  



（様式第４号） 

 

平成２８年度大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金実績報告書 

 

                             平成  年  月  日 

 

大阪府知事        様 

 

               （補助事業者） 

                法人所在地 

                法人名称 

                代表者名                   印 

 

  平成  年  月  日付け大阪府指令指監第    号により交付決定の通知があった標

記補助事業を平成  年  月  日付けで完了しましたので、大阪府補助金交付規則第 12 条

及び大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金交付要綱第９条の規定により、下記の

とおり実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の内容 

 

 

２ 事業の実績 

交付決定額（Ａ）     金               円 

 

実績額  （Ｂ）     金               円（千円未満切り捨て） 

※実績額が補助限度額を超える場合は当該限度額を記載すること。  

差引額（Ａ）－（Ｂ）   金               円 

 

３ 添付書類 

（１）大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業実績・経費内訳書（様式第４号－２） 

（２）実績額精算書（様式第４号－３) 

（３）実績額報告書（様式第４号－４) 

（２）実績額の根拠となる書類（契約書、領収書等） 

（３）事業実施の成果物 

（４）その他関係書類 

 ・平成 28 年度計算書類（決算見込書）） 

 ・（別紙２の２）法人⇒都道府県提出用の経営労務管理改善報告書       １部 

 ・その他知事が必要と認める書類  



（様式第４号－２） 

大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業に係る事業実績・経費内訳書 

 

法 人 名  

 

 

実 施 事 業 

 

（１）①、 ②、 ③、 ④  （２）①、 ②、 ③、 ④、 ⑤ 

 

労務管理の専門家 

①公認会計士  ②税理士  ③弁護士 ④中小企業診断士  

 

⑤社会保険労務士  ⑥その他（              ） 

 

実 施 方 法 

 

 

 

 

 

 

実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実績額精算書（様式第４号－３） 

総 事 業 費 

 

 

(A) 

寄 附 金 そ の

他 の 収 入 額 

 

(B) 

差 引 

事 業 費 

 

(A)-(B)=(C) 

対象経費の支

出 支 出 済 額 

 

(D) 

基 準 額 

 

 

(E) 

補 助 

選 定 額 

 

(F) 

補 助  所

要 額 

 

(G) 

既 交 付 

決 定 額 

 

(H) 

差 額  

 

 

(G)-(H)=(I)  

備 考 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入上の注意） 

１．「対象経費の支出予定額（Ｄ）」欄は、実績額報告書（様式第４号－４）の（１）の①「対象経費計」記載の金額と一致すること。 

２．「基準額（Ｅ）」は、「交付要綱（別表）１「基準額」」に記載している金額を記入すること。 

３．「補助選定額（Ｆ）」は、「対象経費の支出済額（Ｄ）」と「基準額（Ｅ）」を比較して少ない方の金額を記入すること。 

４．「補助所要額（Ｇ）」欄は、「補助選定額（Ｆ）」と「差引事業費（Ｃ）」を比較して少ない方の額を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実績額報告書（様式第４号－４） 

（１）支出 

                           

区 分 

 

対象経費 

支出済額 

（Ａ） 

積 算 内 訳 

項  目 金額（円） 

 

報酬 

旅費 

需用費 

   消耗品費 

   印刷製本費 

   食糧費 

   燃料費 

   光熱水費 

 使用料 

 賃借料 

役務費 

   通信運搬費 

   手数料 

委託料 

備品購入費 

（単価 30 万円以上の備品を除く。）  

円   

①対象経費計   

②対象外経費 

（対象とする経費以外のも

のの支出予定の経費を計上

すること。） 

  

総事業費 

（①＋②） 

  

 

（２）収入 

区   分 収 入 額 内         訳 

 

 

寄附金その他の収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２の２）法人⇒都道府県提出用 

 

 

経営労務管理改善報告書 

 

※ 可能な限り定量的な指標で、事業実施前と事業実施後で、何が改善されたかを比較すること。 

 

 

項目 事業実施前の状況 事業実施後の状況 

雇
用
管
理
・
人
材
育
成 

   

   

   

   

   

   

   

経
営
体
制 

   

   

   

   

   

   

   

関連制度の活用実績 

※ 「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業（雇用管理改

善サポーターによる相談支援等）」又は「職場定着支援助成金（介護労働者

雇用管理制度助成等）」等の活用実績を記載すること。 

 

 

平成○○年○○月○○日 

 

   社会福祉法人○○   

 理事長 ○○ ○○  

 

 

 

 

 

 



（様式第５号） 

要件確認申立書 

大阪府知事 様 

 
大阪府補助金交付規則（以下「規則」という。）第４条第２項第３号の規定に基

づき、大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金にかかる交付申請を行
うにあたり、私（当団体）は、規則第２条第２号イ～ハまでのいずれにも該当しな
いことを申立てます。 
なお、いずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を届け出ます。 
また、規則第２条第２号イ～ハまでのいずれかの該当の有無等に関して調査が必

要となった場合には、大阪府が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するとと
もに、その調査に協力し、調査の結果、該当することが判明した場合には、規則第
１５条に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されても、何ら異議
の申し立てを行いません。 
 
１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する「暴

力団」をいう。） 
 
２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する「暴

力団員」をいう。） 
 
３ 暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密

接関係者」をいう。） 
 
４ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者 
 
５ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条

に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、
その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない
者 

 

なお、間接補助事業者に当該補助事業の全部又は一部を行わせる場合には、当該
間接補助事業者が上記各号のいずれかに該当することとなった場合又はいずれかに該当し
ていたことが判明した場合にその旨を直ちに届出ます。 

  年  月  日 

所在地 

法人名 

代表者                ㊞ 

 



（様式第５号－２） 

暴力団等審査情報 

 

大阪府補助金交付規則（以下「規則」という。）第４条第２項第３号の規定に基づ

き、大阪府社会福祉法人経営労務管理改善支援事業補助金にかかる交付申請を行うに

あたり、規則第２条第２号イに該当しないことを審査するため、本書面を提出すると

ともに、大阪府暴力団排除条例第２４条に基づき、府警察本部へ提供することに同意

します。 

 

 

（読み仮名）  （                    ） 

補助事業者氏名： 

生 年 月 日：     年    月    日 

住     所： 

 

 

《法人の場合：役員等情報》 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

 



 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

（読 み 仮 名）  （                    ） 

役 員 等 氏 名 ： 

生 年 月 日 ：     年    月    日 

住     所 ： 

 

  年  月  日 

所在地 

法人名 

代表者          ㊞ 

 

 

 

 



（様式第５号－３） 

該当事項届出書 

大阪府知事 様 

 
私（当団体）は、大阪府補助金交付規則第２条第２号イ～ハに規定する次の各号

のうち、第○号に該当する者となったので、本書面を届出ます。 
 
 
 
 
１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する「暴

力団」をいう。） 
 
２ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する「暴

力団員」をいう。） 
 
３ 暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密

接関係者」をいう。） 
 
４ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者 
 
５ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第４９条

に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、
その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過しない
者 

 

 

  年  月  日 

所在地 

法人名 

代表者                ㊞ 

 


